
 

●「札幌元気チャレンジファンド」の設立について 
 

札幌市が出資する（財）さっぽろ産業振興財団では、地元の金融機関などと連携し、全

国に先駆けて昨年設立した株式上場を目指すベンチャー企業を対象とする「札幌元気ファ

ンド」に続き、今回、株式上場は予定しないものの、新しい事業にチャレンジする元気な

中小企業やベンチャー企業をも対象とした「有限責任事業組合札幌元気チャレンジファン

ド（略称：札幌元気チャレンジファンド）」を設立することとしました。 

このファンドは「有限責任事業組合」（通称：ＬＬＰ※）という新しいタイプの事業体で、

このような事業体に地方公共団体が参画し、地元に拠点を置く機関の資金だけで運営され

るのは、全国初の事例となります。 
 
※ ＬＬＰ（ﾘﾐﾃｯﾄﾞ ﾗｲｱﾋﾞﾘﾃｨ ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ）の特徴：①構成員全員が有限責任 ②損益や権限の分配を自由に決定 

③構成員課税(組合課税なし) 

 

１ 「札幌元気チャレンジファンド」の概要 

（財）さっぽろ産業振興財団が、当ファンドの趣旨に賛同した地元金融機関や地元民

間支援機関と連携して出資を行う予定です。 

当ファンドは、出資を予定している機関全てが有限責任組合員※となって投資先の掘

り起こしや、投資・経営支援などの事業を共同で行っていきます。 
 
※ 有限責任組合員：出資の価額を限度として、組合債務を弁済する責任を負う者。（「有限責任事業組合契約に関

する法律」第 15 条参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

存続期間：10 年 

 
 
 
 
 
 
  
 

総務担当組合員 
 
 
 
 
 
 
                 財務担当組合員 
 
以上 4機関は業務担当組合員 

(株)北洋銀行 

(株)北海道銀行 

(株)札幌銀行 

札幌信用金庫 

(財)さっぽろ産業 
振興財団 

8000万円(予定) 

(株)ﾋｭｰﾏﾝ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ 
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 

出資 

分配 

有限責任事業組合 

札幌元気 

ﾁｬﾚﾝｼﾞﾌｧﾝﾄﾞ 

 

約 5 億 6000 万円 

投資 
経営支援 成長性が 

期待 

できる企業 

 

企業の成長 

有限責任組合員 

株買い取り 
契約等 



 

（1） 名    称  有限責任事業組合札幌元気チャレンジファンド 

（2） 組 織 形 態 「有限責任事業組合契約に関する法律」に基づく有限責任事業組合 

（3） ファンド規模  約５億 6000 万円（予定） 

（4） 設 立 日  平成 18 年８月４日（予定） 

（5） 投 資 対 象   新たな事業にチャレンジする元気な中小企業・ベンチャー企業で          

札幌市内において事業を営む、または札幌市の経済活性化に資する

もの 

（6） 存 続 期 間  10 年 

（7） 有限責任組合員（予定）  (財)さっぽろ産業振興財団、(株)北洋銀行、(株)北海道銀行、 

(株)札幌銀行、札幌信用金庫、(株)ヒューマン・キャピタル・マ

ネジメント 

※「札幌元気チャレンジファンド」の詳細については、８月４日の設立組合員集会で決定します。 

 

２ 設立組合員集会 

（1） 日 時  平成 18 年８月４日（金） 16：15～16：30 

（2） 場 所  ホテルニューオータニ札幌 ２階「鶴の間」 
※ 当集会は非公開。（ただし、16：10～16：15は撮影可） 
※ 設立組合員集会終了後、同ホテル２階「鶴の間（西）」において、設立記者会見を
行う。（16：30開始予定） 

（3） 出席者（予定） 

(財)さっぽろ産業振興財団    上田 文雄 理事長 

(株)北洋銀行          横内 龍三 取締役頭取 

(株)北海道銀行         近藤 政道 代表取締役副頭取 

(株)札幌銀行          吉野 次郎 取締役頭取 

札幌信用金庫          太田  堯 理事長 

(株)ﾋｭｰﾏﾝ・ｷｬﾋﾟﾀﾙ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ   土井 尚人 代表取締役 

 

 

 

 

 

 問い合わせ先 

経済局産業振興部新産業担当課 

本間、坂井  電話：２１１－２３７９ 


